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要約

医療現場では、様々な倫理的問題が存在する。医師、看護師などの医療の専門家には、倫理的問題に気づくととともに、

問題解決が求められる。医療現場で働く看護職に対する倫理教育は、日本において、OJT あるいは Off-JT にて必要不可

欠とされている。しかしながら、医療現場で働く看護職のための倫理教育プログラムは、各々の医療施設の部署に委ね

られている。合意形成の理論と方法論を用いた倫理教育は、受講者が倫理的リスクに気づくとともに関係者と多様な価

値を共有し、問題解決のための方法論の理解と実施ができることを目標とする。本研究の目的は、医療現場で働く看護

職に対する合意形成とファシリテータ教育を取り入れた倫理教育の事例を紹介した上で、医療現場の話し合いのファシ

リテータで必要な要素を考察することである。臨床現場の話し合いで必要なファシリテータの要素は、①話し合いの計

画と事前準備、②会の方向性を示すコミュニケーション、③参加者の関心懸念を引き出すコミュニケーション、④確認、

言い換える、まとめるコミュニケーション、⑤個人と全体の両方の視点でみる力、⑥計画遂行と臨機応変に対応するこ

との両方をもつこと、⑦見られていることへの意識、⑧雰囲気と環境づくりである。合意形成の方法を用いた倫理教育

プログラムとファシリテータ教育を一度に統合して行う意義は、臨床現場で直面する倫理的問題に対して、気づくこと

と具体的な行動をつなげて考えられることが示唆された。
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1.  はじめに

　医療現場の専門職にとって、倫理的問題に気づき問題

解決を適切に行うことは重要な課題である。看護職（1）に

向けた倫理教育は、資格取得までの看護基礎教育だけな

く、看護職として働くようになってからの卒後教育、現

任教育の中にも取り入れられている。

　医療現場で働く看護職に対する倫理教育は、倫理的感

受性を高めるためだけなく、倫理的問題解決への対応と

いう点から求められている。そのような要請に応えるの

は、倫理の基礎知識の理解だけなく、看護職として、い

かに行為するべきかという実践的教育も含んでいるため

容易ではない。そのため、医療現場で働く看護職向けの

卒後教育、現任教育において、共通したプログラムがあ

るわけではなく、各施設に任されているのが現状である。

　筆者は、合意形成の理論と方法論を用いた倫理教育を

2005 年から現在まで医療現場で働く看護職に向けて教育

している。本論文は、医療現場で働く看護職向けに行っ

ている合意形成を用いた倫理研修の概要を紹介した上で、

医療現場の話し合いのファシリータに必要な要素を導出

することを目的とする。

　検討方法は、次のとおりである。第一に、医療現場で

働く看護職に対する倫理教育に合意形成を用いる教育の

意義について述べる。第二に、合意形成を組み込んだ倫

理研修の事例を紹介し、その特徴を示す。第三に医療現

場の話し合いのファシリテータに必要な要素を導出する。

最後に、倫理教育に合意形成とファシリテータをつなげ

て教育することの意義について考察する。

2.  医療現場で働く看護職に対する倫理教育と合意形成

2.1  医療現場で働く看護職に対する倫理教育の必要性

　医療現場で発生する倫理的問題は、患者の身体拘束、

人工呼吸器のとり控え・取り外し、尊厳死など多岐にわ

たっている。また、同時に倫理的問題は、特定の領域の

課題に限定されることなく、日常現場に潜んでいる。

　医療現場で働く看護職は、看護職の資格を取得するた

めの看護基礎教育課程での教育だけなく、医療施設で働

くようになってからも、職場での OJT, Off-JT（集合研修

など）による教育を受ける。とくに、働き始めの新人の

看護職の研修は、平成 22 年から、保健師助産師看護師法、

および看護師等の人材確保の促進に関する法律によって、

医療施設において努力義務化されるようになった。それ

に伴って、厚生労働省（2016）は、現在の社会状況と新

人看護師の現状について検討した結果、平成 26 年に新人

看護職員研修ガイドライン改定版を示した。本ガイドラ

インに示される研修内容の中で、看護職員として自覚と

責任のある行動をとることができる項目として、「医療倫

理・看護倫理に基づき、人間の生命 ･ 尊厳を尊重し患者

の人権を擁護する」は、入職後 1 年以内に「できる」も
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のとして挙げられている。

　他方、医療現場で働く看護職に対する倫理教育は、新

人看護職だけに必要とされるものではない。勝原（2007）
は、現場で働く看護職のキャリアの観点から、倫理的感

受性、すなわち倫理に関することに対して何かおかしい

と感じる力は、臨床経験年数が長くなるほど高まるとい

うわけではないことを指摘する。組織の文化や慣習によっ

て、経験年数が長いベテランと呼ばれる看護職でも、す

べての人が高い倫理的感受性を有しているわけではない

のである。とくに、部署のリーダー、管理職になる人に

とってみると、新人職員の研修から、看護職員スタッフ

の病棟全体の倫理的感受性の向上および、倫理的問題解

決にむけて対策を講じなければならない。そのような背

景から、日本看護協会は、主任、師長などの看護管理者

を対象とした看護管理者認定資格の研修として、ファー

ストレベル、セカンドレベル、サードレベルとレベルを

設定するとともに、その研修項目にも、組織管理論の「看

護管理における倫理」として科目を設定している。

2.2  卒後教育における看護倫理教育の方法

　卒後教育として、上記のように倫理教育は重要と

されているものの、その方法は施設に任されている。

Tsuruwaka（2018）は、看護職の臨床経験をもつ大学院生

を対象にした看護倫理教育にナラティヴを活用している

こと報告する。ナラティヴとは、「語り」「物語」と訳さ

れていて、できごとや経験の具体性や個別性を重要な契

機として、それらを順序だてることで成り立つ言明の一

形式とされる（野口， 2005）。また、あるできごとについ

ての記述をなんらかの意味ある関連によりつなぎ合わせ

たものとも定義されている（斎藤・岸本， 2003）。すなわ

ち、あるできごとについての言語記述を、なんらかの関

連によってつなぎあわせるもの、または、つなぎあわせ

ることによって意味づける行為とされている（斎藤・岸

本， 2003）。看護倫理教育の中で、受講生に倫理に関する

過去のできごとについてナラティヴを書いてもらうこと

（Tsuruwaka, 2018）、あるいは、他者が書いたナラティヴを

とおして、自身が感じたこととその理由、あるいは、他

者が感じたことを共有することで、互いの気づき、現象

の捉え方を共有している（鶴若・麻原， 2013）。この方法は、

多様な人が様々な捉え方、価値観をもっていることを共

有するとともに、自身の振り返りと気づきを促すことを

ねらいとしている。

　他方、福祉との連携が求められる在宅終末期医療分野

において、訪問看護師のための看護倫理教育プログラム

の開発も試みられている（平山他， 2015）。平山らは、訪

問看護師の倫理観を高めるために、看護師が講義受講後

に、倫理的観点から印象深いと思われる自己の実践事例

を記述し、それらをもとに、参加者とともに語りあうこ

とで、各自の振り返りを促すという方法を示す（平山他， 
2015）。平山らは、くわえて、受講者の評価として、ケア

リング倫理の深まりは見られていたが、倫理理論の深ま

りは不十分であったとする（平山他， 2015）。平山らの教

育プログラムも Turuwaka ら（2018）のナラティヴの方法

と同様に、看護者が自身の経験を記述し、他者とともに

語り合うことで、多様な考え方、自己の振り返りを促す

効果を期待している方法である。

2.3  多職種間で行う倫理的問題解決のための方法

　臨床倫理（Clinical ethics）は、臨床現場における倫理的

問題に焦点あてた応用倫理の一つである。臨床現場では、

複雑な現象を医師、看護職等の多職種が倫理的ジレンマ、

倫理的関心、悩み等の問題をどのように捉えて、どのよ

うに解決していくかが重要な課題となっている。

　臨床現場に生じる倫理的問題や倫理的ジレンマを解決

するための方法として、Jonsen（2015）が提示した臨床倫

理四分割法が用いられている。この方法は、複雑な状況

を整理するために、「医学的適応（Medical Indication）」、「患

者の選好（Patient preferences）」、「Quality of life」、「周囲の

状況（Contextual Features）」の四つの視点から情報を整理

した上で、倫理的問題を抽出し、関係者間で討議するも

のである（Jonsen, 2015）。本方法は、臨床現場で発生した

複雑な事例に対して、多職種間で倫理的ジレンマを解決

するためのカンファレンスの際に、複雑な状況を分析す

るためのツールとして活用されている（Low and Ho, 2017; 
Roggi et al., 2019; Hirakawa et al., 2020）。

2.4  医療現場で行われる倫理に関するカンファレンス

　医療現場では様々なカンファレンス（話し合い）が行

われる。その中でも倫理に関するものは、①患者の意思

を尊重した治療法の決定、②倫理的問題解決のためのカ

ンファレンスとコンサルテーション、③教育のための倫

理カンファレンスを挙げることができる。

2.4.1  患者（代諾人）の意思決定を支えるカンファレンス

　臨床現場において、治療法やケア方法の決定プロセス

で尊重されるのは、患者の意思である。インフォームド・

コンセントによる決定方法は、1980 年代終わりから 1990
年代前半にかけて、日本の医療現場にも導入された。そ

れ以来、臨床倫理分野において、患者の自律、人格をも

つ患者の意思の尊重が何よりも尊重されるようになった。

ただし、患者には意識障害があるなど疾患や年齢によっ

て、意思決定能力がないとみなされる場合もある。その

際は、代諾者あるいは代理人によって決定が行われる。

　治療法の決定プロセスにおいて、患者の意思が尊重さ

れるようになったのであるが、しばしば家族や医療者が

患者本人の意思を把握するのが容易でないこともある。

とくに、人生の最期、終末期において、どこまで治療を

望むのか、あるいは積極的な延命治療は行わないなどの

患者の意思は、患者の意識がなくなってからでは、周囲

の関係者には適切に把握されにくい。

　そこで、DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）指示、

事前指示書（AD: Advance directive）、リビングウィルを残

す方法で、患者の意思を医師などに伝えようとしてきた。

ただし、患者本人と家族、医療者との十分なコミュニケー
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ションをもたないまま紙面上での指示書を残すだけでは、

医療者が患者の意思を適切に共有するには限界があった。

そこで、AD を含む ACP（Advance Care Planning）、すなわち、

患者自身の治療方法などに対する意向の共有を話し合い

によって、家族、主治医などの関係者間で行うことが重

視されるようになってきている（箕岡， 2020）。厚生労働

省（2018）は、人生の最終段階における医療・ケアの普及・

啓発の在り方に関する報告書の中で、医学的妥当な判断

が可能となるように、患者の意識がある場合、患者とそ

の関係者との話し合いで共有し記録に残しておくことの

重要性を指摘する。また、同省は、患者の意識がない場

合も代諾者と患者の意向を推測しながら、話し合いにて

判断していく重要性を示した（厚生労働省， 2018）。しか

し、ACP の定義として、何をどこまで含めるのか、いつ、

どのように話し合いを行うのかなど、共通見解が得られ

ていないという課題があるのが現状である（Rietjens et al., 
2017）。
　さらに、本人の意思が明確でない場合は、家族等によ

る代諾者の意思決定が行われる。代諾者は、ACP 等で残

された患者の意思が明確に記されたものがなければ、患

者の意思を推測するという不確かな状況の中で決定をお

こなわなければならない。そのため、代諾者と患者との

人間関係にもよるところが大きいが、その決定プロセス

は容易ではない。代諾者による治療法の意思決定プロセ

スでは、看護職などのヘルスケア提供者とのコミュニケー

ションが鍵となっていること、代諾者の過去の経験が影

響を及ぼしていること、精神的フラストレーションやス

トレスを大きく受けていることが報告されている（Moss 
et al., 2020）。
　上記のように、国内外において、患者の意思を尊重し

た治療法を決定するための話し合いが行われている。患

者のすべてが、明確な意思をもっているとは限らない。

また、患者の中には意思をもっていても表明しづらい人

もいる。さらに、代諾者による患者の意思を推測して決

定するプロセスは容易ではない。

　したがって、患者（代諾者）の意思決定を支えるため

には、医療者によるコミュニケーションによる支援が必

要不可欠である。治療方針や退院調整あるいは、療養の

場の決定のための話し合いの関係者は、医師、看護職な

どの多職種、患者とその家族である。この場合の話し合

いでは、患者の意思を引き出して確認する、あるいは、

推測して決定に反映させるために行われる。

2.4.2  倫理的問題解決のための倫理コンサルテーション

　医療現場で倫理的問題が発生したとき、その解決のた

めの話し合いが行われる。話し合いの参加メンバーは、

病棟内での同職種あるいは、多職種である。この参加者

メンバーたちは、問題にかかわる直接当事者と同病棟内

での比較的状況のわかる関係者になる。当事者たちの話

し合いであるため、発生状況は参加者メンバーに比較的

理解されるが、他方で直接当事者としての感情が議論の

中に入り込んでしまうこともある。その結果、問題の本

質が見えなくなること、あるいは、解決策がまとまらな

いということも起こりうる。

　病棟内での直接当事者間での話し合いでは解決できな

い場合、倫理コンサルテーション、倫理委員会などを活

用することがある。この倫理コンサルテーションは、直

接当事者ではない人たちの話し合いによって、医学的・

法的・倫理的に妥当な判断を行うために第三者からの意

見を得るものである。第三者であることが関わることで、

倫理的・法的・医学的に客観的な視点から分析ができるが、

審議依頼がどのようにくるかにもよるが、詳細な状況の

把握が不不十分であることもある。また、倫理コンサル

テーションは、当事者外の第三者の審議を経ることから、

手続きとしての正義を担保するという意味もある。

2.4.3  教育のための倫理カンファレンス

　倫理に関する教育目的で、病院内外において、研修あ

るいは倫理カンファレンスが行われることがある。これ

は、過去におきた倫理的に気になった事例を振り返るこ

とで、当事者あるいは教育を受ける受講者たちが、倫理

的な気づきを高めるとともに、実践の方法を検討するこ

とに役立てている。

　医療現場におきた現象を整理するために、前述した

Jonsen（2015）の臨床倫理四分割法を用いて、すでにおき

た実際の事例を使って議論することもある。また、あら

かじめモデル事例を用意して、倫理的問題に気づくこと

を促す方法もある。実際に起きた事例を用いる場合、あ

るいは、モデル事例を用いる場合、いずれにおいても、

教育のための倫理カンファレンスでは、各人の気づきを

促すとともに、関係者の多様な考え方・価値観を共有す

るための話し合いを大切にしている。

2.5  臨床における倫理教育と合意形成

　合意形成とは、どのような考え方であるのだろうか。

合意形成とは、関係者の間で多様な意見が存在する状況

で、合意を形成することである。とくに、合意形成は合

意を形成していく、そのプロセスを重視することから、

関係者の間で最善策を探し続けるプロセスであると捉え

られている（吉武， 2017）。医療現場であれば、医療者は、

患者に関する支援を行う。その際に、医療者、患者、家

族等の関係者による多様な意見が存在するなかで、支援

の根幹に位置するのが合意形成である（吉武， 2017）。また、

ヘルスケア領域では、患者を含む多様な関係者の価値観

を共有することを大切にするため、関係者の意見の理由

を共有した上で、患者にとっての最善策を見つけ出すプ

ロセスであるとされている（吉武， 2007）。
　合意形成では、多様な価値観を共有するための概念と

して、「意見の理由の共有」「理由の来歴の共有」がある。

「意見の理由の共有」とは、関係者の意見がどのような理

由があるのか、その理由を一方が尋ねて、他方がそれに

答えることから、答えた人の価値観、考えを表出される

考え方である（吉武， 2017）。また、「理由の来歴」とは、

意見の理由が形成されてきた経緯を示すことで、より深
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い事情を共有すること考え方である（吉武， 2017）。
　医療現場での状況は刻一刻と変化するため、患者にとっ

ての最善策もつねに変化していく。変化する状況にあわ

せて、過去、現在、未来の時間軸を意識して、現在から

過去に振り返って自分の大切にする価値観に気づくとと

もに、近い未来にどのような結果をイメージし、抱える

リスクを意識しているのか、それらを関係者間で共有し

た上で、今考えられる最善を導き出すという考え方を「プ

ロスペクテイブ合意形成」と呼ぶ（Yoshitake, 2015）。
　上記の合意形成に含まれる概念は、いずれも、ステー

クホルダー（関係者）の多様な価値観について、互いの

誤解を生むことなく適切に共有し、今考えられる最善策

を導くための考え方である。

　さらに、合意形成には、話し合いをいかに行うかとい

う方法論も含まれる。話し合いの計画、ステークホルダー

分析、関心・懸念を引き出すコミュニケーション、場づ

くり、環境を整えること、話し合いの 10 か条を示すなど、

具体的な話し合いの方法も含まれている（吉武， 2011）。

2.5.1  臨床での倫理教育における合意形成を用いる意義

　では、臨床現場で行う倫理教育に合意形成を用いるこ

との意義はどこにあるのだろうか。

　医療現場では、関係者（参加者）が同じ現象に遭遇し

ても、同じ倫理的問題あるいは、倫理的リスクに気づく

とは限らない。そこで、実践家に向けた倫理教育で重視

される第一は、倫理的問題に気づくこと、すなわち倫理

的感受性を高めることにある。倫理的感受性を高めるた

めに、倫理の基礎知識、原則論、インフォームド・コン

セントなどの概念の正しい知識を理解することで、受講

生が各人の日常を振り返り、結果として倫理的視点から

気づきを促すことにつながる。

　第二は、関係者の多様な価値観を共有することである。

ここでいう関係者とは、患者、家族、多職種を想定して

いる。どのような話し合いによるかによって、だれを関

係者として含めるかも異なる。各関係者の治療・ケアな

どについての多様な価値観が存在する。それらを適切に

共有することで、意図があるなしに関わらず、一部の人

の押しつけにならないようにふるまうことは重要である。

　第三は、倫理的問題が発生したときの適切な対処、あ

るいは、問題に至る前の発生予防のために、病棟、組織

で行う管理も重要である。

　倫理教育に合意形成を用いることは、一度の研修で、

上記の 3 つの点をすべて、断片的ではなく、つなげて学

修することを促進することになる。したがって、合意形

成を用いる意義は、倫理教育に「認知レベルの倫理リスク・

倫理的問題への気づき」から、具体的な行動レベルでの「問

題解決・問題発生予防のための価値観の共有方法、話し

合いの方法」を個人、あるいは組織の管理に役立てられ

るということである。

3.  合意形成を用いた倫理教育の実際

　本節では、合意形成を用いた倫理教育の実際の内容を

紹介していく。筆者は、合意形成を用いた倫理教育を

2005 年から 2020 年に至るまで実施している。研修の対象

は、新人看護職、中堅レベルの看護職、看護管理者である。

また、受講者の臨床経験年数や職位を特定せずに、希望

者に開講しているコースもある。いずれのコースの場合

も、関東・中部・北信地域の病院の教育・研修の担当者から、

筆者が依頼を受けて実施している。

3.1  中堅レベル看護職への倫理教育の実際

　中堅レベルコースは、看護職の臨床経験が 5 年以上を

有していて、病棟内で看護倫理委員会を運営するもの、

あるいは、これから病棟内で倫理的な活動を推進する役

を担う人を対象としている。本コースは、「看護倫理リー

ダー研修」と題して、2015 年から開講している。毎年、1
クラス、40 名程度の受講者で、全 5 日間（のべ 33 時間）

で全日程の参加が必須となっている。コースの概要は、

表 1：「看護倫理リーダー研修」コース概要

日程 項目 形式

1 日目（5 時間）
①看護倫理の基礎知識

②倫理的問題解決の理論と方法論（合意形成理論と方法論を含む）
講義

2 日目（7 時間）

①事例検討

ケース 1：がん告知の問題

ケース 2：個人情報保護

②発表・討議

グループワーク・発表討議

3 日目（7 時間）

①事例検討

ケース 3：認知症高齢者の身体拘束

ケース 4：重症障害児の人工呼吸器取り外し

②発表・討議

グループワーク・発表討議

4 日目（7 時間）

①ファシリテータの基礎

②シナリオを用いた話し合いのロールプレイ

③話し合いの計画と実施

④全体討議

講義・ロールプレイ

グループワーク

5 日目（7 時間）
①話し合いの計画・ファシリテーションの実際（観察①G／実施➁G）

②話し合いの計画・ファシリテーションの実際（観察➁G／実施①G）

グループワーク

観察・実施

討議
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表 1 を参照されたい。2015 年に開講後、研修依頼担当者

による「ファシリテータ教育」の時間数を増やして欲し

いという要望のもと、若干の変更を繰り返してきた。最

終的に、本内容となったのは、2018 年からである。

3.2  医療の合意形成と倫理教育

　研修 1 日目は、講義形式で、「看護倫理の基礎知識」「合

意形成の理論と方法論」について解説している。看護倫

理の基礎知識では、倫理とは、応用倫理とは、倫理理論、

原則など、倫理の主要な概念と生命倫理の歴史を解説す

る。ここでは、受講者の倫理に関する既習知識が大きく

異なるため、初学者にもわかる基本的知識を講義してい

る。受講者にとっては、すでに学習済みの内容でも、正

しい知識の再確認となっている。

　続いて、倫理的問題解決のための方法として、合意形

成の基本的な考え方、方法論について講義している。こ

こでは、上述した基本的な合意形成の考え方、意見の理

由の共有、理由の来歴、プロスペクテイブ合意形成の概

念も含まれる。

　初日の講義終了時には、受講者に一言ずつ、研修の感

想や研修参加の動機などを発言してもらった上で、講師

がその発言に一言でも返すようにしている。初日、全員

に一言ずつでも発言してもらうことで、受講生には主体

的に参加することの意識づけを行うともに、講師と受講

者との双方向のコミュニケーションを大切にしているこ

とを態度によって示すようにしている。

3.3  事例検討と合意形成

　受講者の理解を促すために、倫理的問題を含んでいる

モデルケースを用いて、事例検討を組み込んでいる。医

療現場に生じる倫理的問題にいかに気づいて、問題解決

していくかということは、看護職にとって重要な課題で

ある。

　倫理的問題解決の方法として、前述したように、Jonsen
（2015）の臨床倫理四分割法、4 ステップモデルなどが用

いられている。臨床倫理の四分割法は、複雑な状況のな

かで、4 つの視点（医学的適応、患者の意向、QOL、周囲

の状況）から情報を整理した上で、倫理的問題を抽出して、

どうすべきかを議論するという方法である（Jonsen et al., 
2015）。
　医療現場で働く看護職にとって、本方法は、複雑な状

況のなかで情報を整理する点からは、比較的使いやすい

が、しばしば欠点として挙げられるのは、4 つの視点から

の情報整理をしただけで完成したと思われてしまうこと

である。大事な点は、状況を整理したあと、どうするべ

きかについて話し合いによって解決策を討議によって検

討することである。それににもかかわらず、話し合いを

いかにするかという点が不十分であるのが現状である。

　そこで、研修では、第一段階では臨床倫理四分割法を

用いて状況の整理をして倫理的問題を把握した上で、第

二段階として、関係者（ステークホルダー）と関係者の

もつ意見とその理由の分析、および解決策のための話し

合いを行っている。この第二段階に導入しているのが、

前述した合意形成の理論と方法論である。まさに、臨床

倫理四分割法をアレンジして、合意形成の理論と方法論

を組み込んだ手法である。

　各グループからの検討結果の発表では、発表すること

だけにとどまらず、筆者が発表グループメンバーに意見

の理由を質問し、それに答えることでは発表者の思いや

深い考えを全体で可視化させている。そのようなプロセ

スをとおして、受講生には、共通認識して欲しい倫理的

課題とその背景等を意識づけすることにつながっている。

3.4  医療現場のファシリテータ教育

　3 日目、4 日目のプログラムは、ファシリテータ教育で

ある。医療のファシリテータについて教育する際に、他

領域でも言及されているファシリテータの役割等をもと

に、医療の話し合いの特徴を追加して、必要な要素を導

き出した。先行研究や他領域の研究者との議論を通して

要素を導出するだけなく、あわせて、受講生にも、研修

の中で実際に話し合いを行って、ファシリテータの役割

を意識しながら体験してもらった。受講生の中には、最

初は、聞きなれない言葉に戸惑う人、話し合いの準備を

することの必要性を感じない人などがいた。しかし、体

験型の本研修で実際に話し合いを体験することで、理解

が促されていった。また、筆者が研修のなかで、受講生

との議論の中で、ファシリテータのモデルとして実際に

行うことで、受講生の理解が深まるとともに、医療の話

し合いの特徴を確認して、ファシリテータに必要な要素

を明確にしていった。

　倫理研修の中で、倫理的問題解決策として、関係者の

話し合いを行うことを挙げる受講生は多いが、どのよう

な話し合いをしたらよいかまで考えている人は非常に少

ない。合意形成理論と方法論では、「話し合いを行うこと」

というより、「どのような話し合いをいかに行うか」とい

うことに焦点をおく。そのため、後半の 2 日間のプログ

ラムは、「話し合いをいかに行うか」に視点を変えて、「ファ

シリテータの基礎知識」を講義している。そのあとに、

状況設定とそれにあった話し合いを企画して実施するシ

ナリオを筆者が作成し、そのシナリオを用いて、受講者

にロールプレイを行っている。

　受講者は、知識としてファシリテータの重要性を理解

できたとしても、実際に、どのように話し合いをしたら

よいのか、どのような言葉をかけて関心を引きだして、

話し合いの運営につなげていったらよいかということは、

何かモデルになるようなものがないと理解しづらい。受

講者にシナリオをとおして、一度モデルを見せることで、

よいファシリテータ、よい話し合いのイメージをもたせ

ることにつながる。

　さらに、ある状況下で、実際に話し合いを計画立案し

実施することを体験してもらっている。体験では、各グ

ループが立案した計画にしたがって、話し合いの参加者

メンバーを演じるという形で、各参加者の立場、意見、

感情等を考えるようにしている。すなわち、受講生は多
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様な立場にたって考えることを体験しているのである。

　最終日は、状況設定をして話し合いの計画と実施を各

グループに実施してもらう。その際、全体の半分のグルー

プは、観察グループとなって、別の実施グループを観察

する方法をとっている。

　上記のプログラムでは、知識として理解するレベルか

ら、実際に計画立案をして実施することで、話し合いの

計画あるいは、準備をすることの重要性とあわせて、計

画立案をしていても、参加者の意見等によって、計画通

りにいかない場合もあることに気づくことを大切にして

いる。「計画を立てることの重要性」と「臨機応変に変更

してもよい」ということを示すことで、状況にあった話

し合いの運営につながることの意識づけになる。また、

シナリオを用いることだけなく、実際に話し合いのグルー

プに参加することで、話し合いの運営やファシリテータ

の行動を客観的に観察することができる。他者を観察す

ることで、自身の行動を振り返るという思考を促すこと

につなげている。

4.  医療現場のファシリテータに求められる要素

　ファシリテータの教育をとおして、本節では、医療現

場の話し合いのファシリテータに必要とされる要素につ

いて考察する。

4.1  ファシリテータに求められる要素

　多様な話し合いにおいて、どのような場合にファシリ

テータが必要であろうか。中野ら（2020）によれば、ファ

シリテーションとは、人々が集い、何かを話し合ったり、

学んだり、創造しようとするとき、そこにいる人々が遠

慮なく発言し参加できるような場をつくり、円滑なコミュ

ニケ―ションで意見や感情のやりとりをスムーズにし、

協働や共創の課程を実り多いものになるよう促す技法と

することとある（p. 3）。ファシリテーションとは、「促進

する」「（事を）容易にする」という意味である。中野ら

（2020）は、ファシリテーションの技法や働きを担う人の

ことを「ファシリテータ」と呼ぶとともに、会議や参加

体験型のワークショップなど、人が集まる場を円滑に導

く進行役とする。中野ら（2020）は、ファシリテータの

役割について、「縁の下の力持ち」、「在りようそのものが

見られている」、「事前の準備を入念に」、「会のメリハリ」、

「丁寧に耳を傾ける」、「場を読む力」、「タイムキープ」、「遊

び心、ユーモア、信頼」を 8 か条として示している。

　中野ら（2020）が示すファシリテータの役割は、教育

やまちづくりなど、多様な領域でのワークショップ、話

し合いでの場面を想定して作成されている。

4.2  医療現場の話し合いの特徴とファシリテータ

　では、医療現場で行われる話し合い（カンファレンス）

を想定すると、中野ら（2020）が示す内容とどこが異な

るだろうか。

　医療現場で行われる倫理に関する話し合いでは、前述

したように、①患者（代諾者）の意思決定支援を支える

カンファレンス、②倫理的問題解決のためのカンファレ

ンス、③教育のための倫理カンファレンスがある。これ

らのカンファレンスでは、「話し合いの円滑な運営」とそ

れに加えて、患者（代諾者）の意思決定支援では、患者・

家族に配慮した点が追加される。また、倫理的問題解決・

発生予防のためのカンファレンスでは、問題解決のため

のプロセスが適切に組み込まれていることが必要である。

また、倫理的問題発生およびその解決策を検討する際、

問題に関わる関係者の立場とそれによる意見を把握する

ことは重要である。さらに、教育のためのカンファレン

スでは、参加者の気づきと多様な価値観の共有が重視さ

れる必要がある。

　上記の特徴を踏まえると、話し合いの円滑な運営とい

う点では、中野ら（2020）が示すファシリテータの要素

と同じである。しかし、追加して、患者・家族が話し合

いの参加者に加わること、問題解決のプロセス、互いの

倫理的な視点の気づきを促すこと、価値観の共有という

点が、より強化されると推察される。

　したがって、医療現場の話し合いの特徴からみると、

相違点として、以下の 3 点を挙げることができる。

　第一は、話し合いの参加者に患者とその家族が含まれ

ることである。患者とその家族の中には、意見・意向を

表現しにくい人がいる。意見すらもっていないこともあ

る。また、状況を十分に理解していない人もいる。さら

には、意識がないなどの患者の病状によって、家族等が

代諾者となることがある。そのような場合、家族等が患

者の意向を推定することが難しいこともある。あるいは、

患者本人のかわりに決定する家族等の負担が大きいため

に、家族等の中には決定できない人もいる。

　そこで、話し合いのファシリテータでとくに必要とな

るのが、そもそも意見をもっている人に耳を傾けるだけ

でなく、相手の関心・懸念を引き出すコミュニケーショ

ンを用いることである。

　関心・懸念を引き出すコミュニケーションには、2 つの

要素が含まれている。その一つは、ファシリテータが「ど

うしてそう思うのか」と質問し、それに発言者が答える

ことで、自身の考えや価値観に通じる過去の出来事や感

情を振り返って深く考えることを促すのである。質問さ

れた発言者が深く考えて表現することで、ファシリテー

タが出された答えから、気になることや発言者の価値観

が現れそうな箇所を明確にするために、さらに質問を繰

り返す。すなわち、問いとそれに答えるという対話をと

おして、発言者の考えや価値観が明確になるように促進

していく。

　過去を振り返ってよく深く考えることには、リフレク

ション（Reflection）の要素が含まれている。哲学者の

Schön は、専門家の行為には直観的な知の生成を省察（リ

フレクション）する力があることを示した（Schön ／柳沢， 
2007）。リフレクションの概念は、ヘルスケア領域の実践

や教育分野でも応用されていて、その効果については、

継続的な学び、自己の気づき、価値観の変容を促すこと

が報告されている（Bassort, 2016）。
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　関心・懸念を引き出すコミュニケーションに含まれる

もう一つの要素は、振り返った後に、自分がどのように

捉えているかということを言葉で語って表現することで

ある。医療の診療・研究・実践でも用いられているナラティ

ブ（語ること・語られたもの）を引き出すことは、発言

者の主観的な捉え方、周囲との相互関係を他者が理解し

ようとすることにつながる（斎藤・岸本， 2003）。
　したがって、関心・懸念を引き出すコミュニケーショ

ンは、参加者の心の中に埋もれていた考えや価値観に気

づかせて、それを語りとして表現することで、参加者全

体が発言者の立場にたった考え方や価値観を共有するこ

とを促す。参加者全体が、問題の本質を理解するとともに、

各々の置かれている現状に対する最善策の糸口を探る契

機になる。

　第二は、問題解決のプロセスにおいて、とくに多職種、

医療の専門職、あるいは第三者という多様な参加者がい

ることである。参加者には、よって立つ立場がある。医

師として、看護職として、病棟の師長としてなど、誰も

が患者にとっての最善策を考えてはいるが、立場によっ

て異なる考え方をしている。相手の意見を理解する上で、

立場による考え方の違いを把握しなければ、相手の真意

は十分に理解できない。

　さらに、専門職が用いる用語についても盲点がある。

専門職は、患者に対して、専門用語は理解しづらいから

という理由で、わかりやすい言葉を選ぼうとするが、専

門職同士になると専門用語が行きかうことは日常茶飯事

である。仕事の効率から略語を使うこともある。しかし、

専門職でも、異なる職種によって、理解しづらい用語も

生じてくる。また、同じ職種の中でも、扱っている専門

領域によって、理解可能な用語は限られている。問題の

解決策が容易に導けない背景として、患者だけなく、立

場の異なる専門職同士の理解が不十分であることも推察

できる。そのような状況を考慮したコミュニケーション、

すなわち、いいかえる、確認する、まとめるというコミュ

ニケーションが重要となる。

　第三は、現場の医療者に倫理的な気づきを促すととも

に、複雑な状況を把握するために必要な情報収集を行う

ことである。倫理的問題が発生しているとき、医学的な

情報、患者の意向、患者の QOL, 周囲の状況としての法、

制度などの社会的制約、関係者の状況と背後にある人間

関係、力関係など、置かれている状況の把握は重要である。

話し合いの前に、そのような情報を把握した上で、話し

合いの計画、設定を行う必要がある。同じ状況に置かれ

ていたとしても、事実をどのよう認識しているのか、そ

もそも基礎知識はどの程度あるのか、患者と家族であれ

ばどのような生活をしているのかなどの現状の認識、関

心や懸念については、個人差が非常に大きい。倫理的問

題がおきていても、それに気づいていなければ、話し合

いでは気づきを促すような論点を設定する必要がある。

患者とその家族、医療者という関係者がどのような状況

に置かれているのか、それをどのように認識しているの

か、関係者間での人間関係はどうかなどの現状の分析を

話し合いの計画と運営に反させていくことが重要である。

　上記の 3 点の特徴から、医療現場での話し合いでとく

に強化すべき点は、事前準備での関係者の現状把握、関心・

懸念の分析および人間関係の把握、関心・懸念を引き出

すコミュニケーション、言葉を言い換える、まとめると

いうコミュニケーションである。

4.3  医療の話し合いに必要なファシリテータの要素

　話し合いのファシリテータに必要な要素とは、何であ

ろうか。医療現場の話し合いの特徴とファシリテータ教

育を踏まえた上で、次の 8 点を示す。

4.3.1  話し合いの事前準備

　話し合いを開催するにあたって、計画、準備は必要不

可欠である。話し合いの目的・目標（ゴール）、いつ、ど

こで、どのように、何のテーマで、誰を招集して、どの

くらいの時間をかけてという項目を計画しておくことは

重要である。くわえて、話し合いの参加者は、どのよう

な人でどんな関心・懸念を抱いているのか（いそうなの

か）、開催までの状況整理と関係者（ステークホルダー）

のインタレスト分析を可能な範囲で行っておく。その上

で、話し合いの中で、何を引き出して共有するか、全体

として、最終目標まで話し合いを何回ぐらい行えばよい

かなどを検討しておく。

　社会基盤整備事業などの社会的合意形成の研究者であ

る桑子（2016）は、社会的合意形成の設計を行うことの

重要性について言及する。桑子の指摘する社会的合意形

成の設計の中では、ステークホルダーの意見とともに意

見の理由を分析すること、意見の理由とは意見の背後に

あるインタレストのことであり、コンフリクト・アセス

メントは、ステークホルダー分析とインタレスト分析に

よって行われることが指摘されている。グロービス・吉

田（2014）も、また、話し合いを始める前の準備として、

関係者の「認識レベル」「意見・態度」「思考・行動の特性」

を把握しておくことの重要性に言及する。

　医療現場での話し合いでは、時間的制約がある状況で

行われることがある。そのために、事前準備が省かれる

こともある。しかし、かけられる時間が限られているか

らこそ、話し合いの目的と目標、関係者（招集者）の選

定とこれまでの認識状況、論点を整理してから、話し合

いを行うことで、短い時間でも有意義な議論につながる。

制約された時間の中での可能な範囲での準備を検討する

ことが、医療の話し合いでは、とくに追加される特徴で

ある。事前準備を行う必要性と必要最低限度の準備事項

に着目することがファシリテータに求められる。

4.3.2  会の進行を方向付けるコミュニケ―ション

　話し合いの計画を立てたら、実際に話し合いを始める。

• ファシリテータは、まず会の目的や目標（ゴール）を

参加者に示すとともに、どの点から参加者の意見を引

き出すかなど、会の進行をする上で、参加者に意識づ



144 吉武 久美子：医療現場の看護職に対する合意形成理論と方法論を用いた倫理教育

実践政策学　第 6 巻 2 号　2020 年

けされるような言葉づかい、表現を用いて提示する。

• つづいて、ファシリテータは、計画に従って、参加者

に対して、ある論点について、視点あるいは視野を提

供できるように言葉を投げかける。参加者に発言を促

していく。

• 意見がでたら、必ず、言葉の意味を確認していく。と

きには、参加者の中には、何を主張したいのかわかり

づらい人もいる。主張が明確になるように、質問と言

葉を言い換えて確認していく。そのようなファシリテー

タと発言者のやりとりが、他の参加者への共有につな

がる。

• 一部の意見が出されたら、他の参加者に対して、論点

を広げていくように質問を投げかける。また、一つ論

点をより深めることで、議論の方向性を検討していく。

• 会の終盤になると、深まった議論から、今回の会をま

とめていく。議論をとおして決定したこと、まだ決まっ

ていないこともあれば提示する。次回につながる方向

性についても言及する。また、発言者からの意見によっ

ては、議論すべきない内容を主張する人もいる。その

際には、発言者に対して受け止めるという姿勢を提示

した上で、話をとめるという対応をすることもある（グ

ロービス・吉田， 2014）。

　グロービス・吉田（2014）は、問題解決の思考プロセ

スの導入や会の方向付けを示すコミュニケーションとし

て、「発言を引き出す」、「発言を理解して共有する」、「議

論を方向づける」、「結論づける」について言及する。本

項は、グロービス・吉田（2014）の指摘したコミュニケー

ションをもとに、話し合いの最初から最後までの会を方

向づける一連のプロセスとして、参加者が会の進行を共

有できるように導出した。

4.3.3  聞く力：関心・懸念を引き出すコミュニケーション

　会の進行を方向づけるコミュニケーションの中でも、

言葉の意味を確認するプロセスで、とくに医療現場の話

し合いで重視されるのが、「関心・懸念を引き出すコミュ

ニケ―ション」と、「まとめる・いいかえるコミュニケー

ション」である。

　関心・懸念を引き出すのは、相手の出した意見を聞く

ことから始まる。片方が意見を聞いた上で、それに対し

て、「どうしてそう思うのか」という理由を尋ねて、再度、

それに対して答えるプロセスをとおして、発言者の関心・

懸念を引き出そうとするのである。

　この手法は、合意形成の中でも、対話を通して、関心・

懸念を引き出すことで、発言者の価値観や考え方をより

深く理解することをねらいとしている。前述したように、

本コミュニケーションには、自己の考えや価値観に気づ

くというリフレクション（Bassort, 2016）の要素と自身の

言葉で語るというナラティブ（斎藤・岸本， 2003）の効果

が含まれている。

　ファシリテータは、発言者の価値観、考え方が引き出

せるように「どうしてそう思うのか」という質問を投げ

かける。そのような答えには、どれが正解でどれが間違

いということはない。医療の話し合いで、患者とその家

族が参加者として含まれるとき、正解を答えるのではな

く、相手の気になっていることや心配なことを表現して

欲しいというメッセージを伝えることで、発言しやすい

雰囲気になる。また、同じ職場で働いている医療者間でも、

一方に「どうしてそう思うのですか」と質問するだけで、

相手の意見をより深く聞こうとする姿勢を示すことにつ

ながる。相手の意見やその背景となる状況や理由を聞く

というプロセスを経るだけで、相手のことを正しく理解

する契機となる。

　さらに、患者・家族の考えや意見を引き出せたときに、

医療者がそれを否定することなく、受け止めて承認する

プロセスを踏むことで、関係者の認識や考え方の変容の

契機にもつながる。

　医療の話し合いでは、ファシリテータによる関心・懸

念を引き出すコミュニケーションが、発言の促進、互い

の誤解や齟齬の低減、ひいては表現された関心・懸念の

共有にもとづく解決策の糸口につながるのである。

4.3.4  いいかえ・まとめのコミュニケーション

　「いいかえ・まとめのコミュニケーション」は、発言者

の言いたいことを正しく理解し、確認するものである。

ファシリテータは、発言者が発した言葉から、何をいお

うとしているのか、イメージしながら、理解した内容に

ついて言葉をいいかえて、質問する。その質問に対して

返してくる言葉を通して、ファシリテータと発言者との

間で理解を深めるとともに、その言葉を他の参加者が聞

くことで共有することになる。たとえば、「あなたのおっ

しゃっているのは○○ということですか」と言葉を言い

換えて確認することもある。また、ファシリテータが「○

○という理解でよろしいですか」と返すことで、発言者

は自分が言いたかったことが何だったのかを整理するこ

とにつながる。

　話し合いでは、しばしば、怒りやネガテイブの感情を

持って発言する人もいる。そのような場合も、まずは、

相手がいっていることを「わかりました。あなたのおっ

しゃりたいことは○○ということでよろしいですか」と

こちらが聞いている姿勢と確認の表現をするだけで、相

手の負の感情が鎮まることがある。

　確認を示す言葉を表現することは、本当に発言者の意

図を正しく、確実に理解し他の参加者にも共有すること

になることを期待している。医療の話し合いで、患者と

その家族が参加する中で、何を主張しようとしているの

か、理解しづらいこともしばしばある。逆に、医師の発

言が、患者とその家族にどの程度、理解できているのか

不明なこともある。そのような場合、理解の程度を確認

する意味でも、言葉を言い換えて、確認をする対話のプ

ロセスを入れ込むことは、ファシリテータとして必要で

ある。

　上記のファシリテータの態度は、参加者の意見にしっ

かり聞いているという姿勢を示すという効果を生むだけ
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なく、参加者とファシリテータとの間で信頼関係を築く

ことにもつながる。

4.3.5  個人と全体を常にみる力

　ファシリテータは、発言者が何を表現しようとしてい

るのか、あるいは、伝えたいことを正しく理解できてい

るのかという視点で観察することは重要である。それと

同時に、発言者以外の人たちの理解度、参加者全体の様子、

雰囲気、話に入れない人がいないか、会全体の残り時間、

計画していた内容の進行具合等の全体についても考える

視点をもたなくてはならない。

　個人と全体の両方を常に考える力が必要である。これ

は、ファシリテータが発言者の意見を聞きながら、一方

で何をいおうとしているのかを引き出し、あるいは確認

する言葉を考えるのとあわせて、他方で、会全体ではど

のような位置づけだろうか、他の人との意見の違いなど、

同時に複数のことを考えることが求められる高度な能力

である。

　医療現場の話し合いでは、看護職は、患者の意見や意

向を引き出そうとして、患者の病気や生活と絡めながら

懸命に話しを聴くことには比較的長けている。しかし、

内容を引き出すだけでなく、話し合いの全体とあわせて

同時に考えることがファシリテータに求められる。この

点は、看護職にとっては、日常の実践とは異なる新たな

役割を担うことになる。

4.3.6  計画遂行と臨機応変に対応する両輪の側面

　話し合いの計画と事前準備は、必要不可欠である。立

案された計画に従って会を運営することもまた重要であ

る。他方で、話し合いは計画通りに進行しないこともある。

一論点を議論するのに時間がかかってしまったというこ

ともある。あるいは、議論をすることで、新たに深めな

ければならない論点がみえてきて、急遽、話し合いの途

中で計画を変更することもあるであろう。

　ファシリテータは、計画を立ててそれを遂行すること

を大切にしながら、他方で、もし途中で変更すべき状況

に直面したら、すみやかに可能な範囲で変更するという

柔軟な対応の両方をあわせもつことが必要である。その

点を意識しておくだけで、計画に固執して強行に会を運

営したりすることを避けることになる。

4.3.7  見られていることへの意識

　医療現場の話し合いにおいて、ファシリテータは参加

者につねにみられている。どのような運営をするのか、

意見を出したときどのような反応をするのか、どのよう

な言葉を返されるのかなど、見られていることに意識す

ることは大切である。中野（2020）もファシリテータの

役割に、ありようそのものがみられていることを指摘す

る。

　見られているからこそ、発言者の意見を大切に扱って

いること、丁寧に関心・懸念を引き出そうとしているこ

とが言葉や態度で表現できれば、参加者はファシリテー

タへの信頼感を高めることになる。逆に、話し合いの運

営が途中までうまくできていたとしても、ファシリテー

タの言葉や態度を契機として参加者の対立や不信感を招

くこともある。話し合いを運営し促進する人のモデルと

して、ファシリテータはつねにみられていることを意識

して、自身の発言や態度に配慮する必要がある。

4.3.8  雰囲気づくり・楽しさにつなげる

　話し合いの雰囲気は、活発な議論になるか、それとも

苦痛を伴う時間になるかを左右することがある。テーブ

ルや椅子の配置、座席の位置等も雰囲気づくりにつなが

る環境である。異なる意見を聴くことにネガティブなイ

メージを持つ人もいるが、異なる意見があることを前提

に、人とどこがどうして異なるのかを探ることが楽しく

なるような雰囲気づくりにつなげるのもファシリテータ

として重要である。いわゆる、場づくりである。

　中野（2020）も、ファシリテータの役割では、「場を読

む力」「遊び心、ユーモア、信頼」という場や環境にも配

慮することを指摘している。

　医療の話し合いで配慮しなくてはならないのは、患者

とその家族が病院での話し合いに参加する場合、自宅と

は異なる慣れない環境の中で参加するということである。

そのため、話しあいの設定（場所・時間等）に配慮する

だけなく、患者・家族のそばに誰を座らせたらよいか、

誰から順番に意見を聞いていくかなど場づくりの工夫が

必要である。また、暗い雰囲気では議論が進まなくなるが、

扱うテーマが生死に関するような検討の場合、笑いを招

くような楽しさというのではなく、問題を真剣に受け止

めて、誠実に向き合っている態度・言葉遣いに配慮する

ことも大切である。

5.  倫理教育とファシリテータ教育をつなげる意義

　本研修プログラムの特徴は、合意形成を用いた倫理研

修にファシリテータ教育をつなげて一連として行ったこ

とである。本節では、倫理教育とファシリテータ教育を

つなげて行う意義について考察する。

5.1  応用倫理教育の範囲

　看護倫理は応用倫理の一部である。応用倫理は実践を

伴う分野であり、包括される範囲は、①倫理に関する基

本的知識（理論・原則論・基本概念）の理解、②社会に

組み込まれている規範（ルール）、③実践における倫理的

問題発生の予防と問題解決である。上記の①②について

は、講義形式での知識の習得が可能であるが、③につい

ては、講義だけでは不十分である。また、かりに③につ

いて単独で取り組もうとすると、受講者（看護職）の倫

理教育を受けてきた経歴が個人によって大きく異なるた

め、倫理的問題がどこに潜んでいるのかについて、一定

水準の理解が得られない可能性がある。すなわち、③単

独の教育であると、倫理的問題がどこに起きているのか、

倫理的感受性を養うという点において、受講者の理解が

難しいと考えられる。
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　そこで、倫理教育の中でとくに、理論とケースを用い

た看護職の実際の行為・ふるまい方（実践）とつなげて

理解できることが重要となる。前述したように、倫理教

育に合意形成を用いる意義は、「認知レベルの倫理リスク・

倫理的問題への気づき」から、具体的な行動レベルでの「問

題解決・問題発生予防のための価値観の共有方法、話し

合いの方法」を個人、あるいは組織の管理に役立てるこ

とである。まさに、応用倫理教育として、理論と実践を

つなげて教育する必要性からも、倫理教育に合意形成を

用いる意義が大きいと推察される。

5.2  問題解決・問題発生予防のリーダーとしてのファシ

リテータ

　倫理研修の受講者たちは、講義と事例検討によって、

倫理の基礎知識が身についてくると、徐々に倫理的問題

に気づくレベルには達するようになる。問題を発見して

どうしたらよいかという議論するための事例は、すでに

問題がおきているモデルケースを用いるのは有用である。

　多くの場合、医療現場での倫理的問題への対処は、明

らかに問題が起きたときにどうしたらよいか、あるいは、

事後でどうすればよかったかを振り返るための検討がな

される。しかし、病棟の看護管理者レベルあるいは、部

署のリーダーを担うレベルでは、問題が起きたときの対

処だけなく、大きな問題が起きる前に発生予防の観点か

ら、タイムリーにカンファレンスを開催して、メンバー

に適正な意識付けや対策を講じることが求められる。ま

さに、ファシリテータの基礎知識や必要な要素、話し合

いの方法論について学ぶということは、各人の倫理的感

受性を高めるだけなく、病棟・組織全体のリスク管理や

予防対策につながるということである。

　看護領域では、ファシリテータ的なかかわりができる

人が組織のリーダーに求められていることも指摘されて

いる（中野他， 2020）。リスク管理・予防対策を適切にで

きるリーダーの要素に、ファシリテータとしてのコミュ

ニケーション力、話し合いを適切に企画し運営するとい

う場をデザインする力が含まれているといわれる。

　したがって、倫理教育に話し合いのファシリテータ教

育をくみこむ意義の 1 つとして、倫理的問題解決および、

発生予防のためのリーダーとして適切な行動がとれると

いうリーダー教育の一助になると推察される。

6.  結論

　本研究は、医療現場で働く看護職を対象にした合意形

成の理論と方法論を用いた倫理教育の実際を通して、医

療の話し合いのファシリテータに必要な要素を考察した。

その結果、8 つの要素を導出した。倫理教育に合意形成と

ファシリテータ教育を一度に行う意義は、「認知レベルの

倫理リスク・倫理的問題への気づき」から、具体的な行

動レベルでの「問題解決・問題発生予防のための価値観

の共有方法、話し合いの方法」を個人、あるいは組織の

管理に役立てることである。ファシリテータ教育を倫理

教育の中で組み込むことは倫理的問題発生予防のための

リーダー教育の一助になると示唆された。
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注
（1） 看護職とは、保健師・助産師・看護師・准看護師のこ

とをいう。
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Abstract
There are various ethical issues in clinical settings. Medical 
professions like physicians, nurses and therapists are required 
to notice and resolve these ethical issues. Ethical education is 
essential for practical nurses by using both on the job training 
and off the job training in Japan. However, ethical education for 
practical nurses depends on each education branch at the medi-
cal institutions. Ethical education used for consensus building 
theory and method has a goal which participants are able to 
notice ethical risks, share various values among stakeholders, 
and understand resolving methods and practice. The purpose of 
this paper is to introduce a practice of ethical education used for 
consensus building theory and method with facilitator training, 
and to consider essential factors which are required of facilita-
tors at ethical meetings in clinical settings. Facilitators at ethical 
meetings in clinical settings are required for the next eight fac-
tors; (1) Planning and preparing for a meeting, (2) Communica-

tions to lead a meeting direction, (3) Communication to induce 
interests and concerns that stakeholders have, (4) Communica-
tion for confirmation, saying in another words and summariza-
tion, (5) Having sights both as an individual and as a whole, (6) 
Available for having sights both according to performing a plan 
and managing an unforeseen situation, (7) Having conscious-
ness of what is being seen by stakeholders, and (8) Providing 
a better atmosphere and environment. Meaningful benefits of 
unified ethical education program used for a consensus building 
method and facilitator’s education at the time is possible to con-
nect to noticing and creating action for resolving ethical issues 
in clinical settings.
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